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(57)【要約】
　無線ネットワークにおける信頼性の高いマルチキャス
ト通信のための方法および装置が提供される。本発明の
実施形態によれば、方法は、送信されるマルチキャスト
通信の優先順位カテゴリを決定する段階を備える。方法
は、優先順位カテゴリ、および、マルチキャスト通信受
信者から受け取ったマルチキャスト診断情報に基づき、
マルチキャスト通信受信者のうちの１つをマルチキャス
ト通信のためのリーダとして指定する段階も備える。リ
ーダは、マルチキャスト通信資源からマルチキャスト通
信フレームを受け取ったことを示す受け取り通知フレー
ムをマルチキャスト通信資源に送信すべく指定される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信されるマルチキャスト通信の優先順位カテゴリを決定する段階と、
　複数のマルチキャスト通信受信者のうちの１つを前記マルチキャスト通信のリーダとし
て指定する段階と、
　を備え、
　前記リーダは、マルチキャスト通信資源からマルチキャスト通信フレームを受け取った
ことを示す受け取り通知フレームを前記マルチキャスト通信資源に送信すべく指定され、
　前記リーダを指定する段階は、前記優先順位カテゴリ、および、前記複数のマルチキャ
スト通信受信者のうちの１つ以上から受け取ったマルチキャスト診断情報に基づく、
　方法。
【請求項２】
　前記優先順位カテゴリを決定する段階は、前記マルチキャスト通信に要求される信頼性
の条件に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記優先順位カテゴリを決定する段階は、一組の予め決められたルールに従い、前記優
先順位カテゴリを決定する段階を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記優先順位カテゴリを決定する段階は、アプリケーションレベルにおけるトラフィッ
ク割り当てに従い、前記優先順位カテゴリを決定する段階を有する、請求項１に記載の方
法。
【請求項５】
　前記優先順位カテゴリを決定する段階は、前記マルチキャスト診断情報の分析に従い、
前記優先順位カテゴリを決定する段階を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記マルチキャスト診断情報は、前記複数のマルチキャスト通信受信者のうちの１つ以
上から受け取った、受信マルチキャストフレームカウント情報を含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項７】
　前記リーダを指定する段階は、前記複数のマルチキャスト通信受信者の１つ以上のパフ
ォーマンス測定基準に基づき、前記リーダを指定する段階を有する、請求項１に記載の方
法。
【請求項８】
　新しいリーダに関連付けられた前記パフォーマンス測定基準の１つ以上が、以前に指定
されたリーダに関連付けられた対応するパフォーマンス測定基準より大きく、且つ、履歴
条件が合致する場合、他のマルチキャスト通信受信者を前記新しいリーダとして指定し直
す段階をさらに備える、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　新しいリーダに関連付けられた前記パフォーマンス測定基準の１つ以上が、以前に指定
されたリーダに関連付けられた対応するパフォーマンス測定基準より小さく、且つ、履歴
条件が合致する場合、他のマルチキャスト通信受信者を前記新しいリーダとして指定し直
す段階をさらに備える、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　通信デバイスであって、
　複数のマルチキャスト通信受信者にマルチキャスト通信を送信する送信機と、
　前記マルチキャスト通信の優先順位カテゴリを決定し、前記優先順位カテゴリ、および
、前記複数のマルチキャスト通信受信者のうちの１つ以上から受け取ったマルチキャスト
診断情報に基づき、前記複数のマルチキャスト通信受信者のうちの１つをリーダとして指
定する診断ユニットと、
　を備え、
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　前記リーダは、前記通信デバイスからマルチキャスト通信フレームを受け取ったことを
示す受け取り通知フレームを送信すべく指定される、
　通信デバイス。
【請求項１１】
　前記優先順位カテゴリは、前記マルチキャスト通信に要求される信頼性の条件に基づく
、請求項１０に記載の通信デバイス。
【請求項１２】
　前記優先順位カテゴリは、一組の予め決められたルールに従い決定される、請求項１０
に記載の通信デバイス。
【請求項１３】
　前記優先順位カテゴリは、アプリケーションレベルにおけるトラフィック割り当てに従
い決定される、請求項１０に記載の通信デバイス。
【請求項１４】
　前記優先順位カテゴリは、前記マルチキャスト診断情報の分析に従い決定される、請求
項１０に記載の通信デバイス。
【請求項１５】
　前記マルチキャスト診断情報は、前記複数のマルチキャスト通信受信者のうちの１つ以
上から受け取った、受信マルチキャストフレームカウント情報を含む、請求項１０に記載
の通信デバイス。
【請求項１６】
　前記診断ユニットは、前記複数のマルチキャスト通信受信者の１つ以上のパフォーマン
ス測定基準に基づき、前記リーダを指定する、請求項１０に記載の通信デバイス。
【請求項１７】
　新しいリーダに関連付けられたパフォーマンス測定基準が、以前に指定されたリーダに
関連付けられた対応するパフォーマンス測定基準より大きく、且つ、履歴条件に合致する
場合、前記診断ユニットは、他のマルチキャスト通信受信者を新しいリーダとして指定し
直す、請求項１０に記載の通信デバイス。
【請求項１８】
　新しいリーダに関連付けられたパフォーマンス測定基準が、以前に指定されたリーダに
関連付けられた対応するパフォーマンス測定基準より小さく、且つ、履歴条件に合致する
場合、前記診断ユニットは、他のマルチキャスト通信受信者を新しいリーダとして指定し
直す、請求項１０に記載の通信デバイス。
【請求項１９】
　無線通信システムであって、
　少なくとも１つの通信デバイスを備え、
　前記少なくとも１つの通信デバイスは、
　無線通信信号を送信するダイポールアンテナと、
　複数のマルチキャスト通信受信者にマルチキャスト通信を送信する送信機と、
　前記マルチキャスト通信の優先順位カテゴリを決定し、前記優先順位カテゴリ、および
、前記複数のマルチキャスト通信受信者のうちの１つ以上から受け取ったマルチキャスト
診断情報に基づき、前記複数のマルチキャスト通信受信者のうちの１つをリーダとして指
定する診断ユニットと、
　を有し、
　前記リーダは、前記通信デバイスからマルチキャスト通信フレームを受け取ったことを
示す受け取り通知フレームを送信すべく指定される、
　無線通信システム。
【請求項２０】
　前記通信デバイスは、前記受け取り通知フレーム、および、前記診断情報を受信する受
信機を有する、請求項１９に記載の無線通信システム。
【請求項２１】
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　前記優先順位カテゴリは、前記マルチキャスト通信に要求される信頼性の条件に基づく
、請求項１９に記載の無線通信システム。
【請求項２２】
　命令を格納した機械可読媒体を備える物品であって、前記命令は、プロセッサにより実
行されると、
　送信されるマルチキャスト通信の優先順位カテゴリを決定する段階と、
　複数のマルチキャスト通信受信者のうちの１つを前記マルチキャスト通信のリーダとし
て指定する段階と、
　を備え、
　前記リーダは、マルチキャスト通信資源からマルチキャスト通信フレームを受け取った
ことを示す受け取り通知フレームを前記マルチキャスト通信資源に送信すべく指定され、
　前記リーダを指定する段階は、前記優先順位カテゴリ、および、前記複数のマルチキャ
スト通信受信者のうちの１つ以上から受け取ったマルチキャスト診断情報に基づく、
　物品。
【請求項２３】
　前記命令は、実行されると、
　前記マルチキャスト診断情報の分析に従い、前記優先順位カテゴリを決定する段階を行
わせる、請求項２２に記載の物品。
【請求項２４】
　前記命令は、実行されると、
　前記複数のマルチキャスト通信受信者の１つ以上のパフォーマンス測定基準に基づき、
前記リーダを指定する段階を行わせる、請求項２２に記載の物品。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　技術の発展に伴い、無線通信における信頼性の高いマルチキャストおよびブロードキャ
ストの重要性がますます増してきている。組織においては、マルチキャストおよびブロー
ドキャストがライブカンファレンス、ｗｅｂトレーニング、および、無線ネットワーク管
理の配信のために必要な機能になってきているという現実によってこのことは例証されう
る。家庭用のネットワークでは、ブロードキャストビデオストリーミングが家庭で楽しめ
るゲーム機器に利用されうる。病院では、ブロードキャストが商業広告およびテレビ放送
に利用されうる。
【０００２】
　１９９９年発行のＩＥＥＥ８０２．１１（ＩＳＯ／ＩＥＣ８８０２－１１：１９９９）
規格などの既存の通信プロトコルは、信頼性のおけるマルチキャスト／ブロードキャスト
通信をサポートできない。それは、受け取り通知メッセージ（ＡＣＫ）を複数の受信者と
交換することができないからである。マルチキャスト通信である程度のレベルの信頼性を
得るには、ＡＣＫによるマルチキャストトラフィックに応じて所定の無線ネットワークの
ためのリーダステーションを指定すればよく、これによって、パケットが少なくともリー
ダには無事送られたことがマルチキャストソースに通知される。しかしながら、ネットワ
ークにおける信頼性とはパケットの再送信によって得られるので、信頼性が増すほど遅延
が長くなるかまたはネットワーク全体のスループットが低下する可能性がある。
【図面の簡単な説明】
【０００３】
　本発明の内容は、本願明細書の終わりの部分の請求項の範囲において特に明確に示され
ている。しかしながら、本発明の目的、特徴、および、利点は、構成および動作方法のい
ずれに関しても、添付の図面を参照しながら以下の詳細の説明を読むことによって最も理
解が深まるであろう。
【０００４】
【図１】本発明のいつくかの実施形態に係る無線通信システムの一例を示す概略ブロック
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図である。
【０００５】
【図２】本発明のいくつかの実施形態に係るマルチキャスト通信の方法を示す概略フロー
チャートである。
【０００６】
　説明の便宜上、図面中に示される構成要素は、必ずしも一定の比率で描かれていないこ
とを理解されたい。例えば、明確にする目的で、いくつかの構成要素の寸法は、他の構成
要素と比べて誇張されている場合もある。さらに、同様のまたは同じ構成要素を示す場合
、複数の図面にわたり同じ参照符号が用いられうることも理解されたい。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下の詳細な説明では、本発明の完全なる理解をもたらすべく数多くの特定の詳細が記
載されている。しかしながら、これらの特定の詳細がなくても本発明を実施できることが
当業者には理解できよう。他の例では、よく知られた方法、手順、コンポーネント、ユニ
ット、および／または、回路は、本発明をあいまいにすることを避けるべく、詳細に記載
していない。
【０００８】
　本発明の実施形態は、ネットワークの特徴付けおよびトラフィックタイプを利用し、無
線ネットワークにおけるブロードキャストおよびマルチキャストトラフィックに対してリ
ーダノードの割り当てを動的に適応させる方法を提供しうる。本発明の実施形態によれば
、方法は、トラフィックストリームの特徴、および、特定のトラフィックタイプの分布要
件に基づき、各マルチキャストストリームを個別のリーダに割り当てる段階を備える。
【０００９】
　本発明の実施形態は、さまざまな用途で用いられてよい。本発明のいくつかの実施形態
は、さまざまなデバイスおよびシステムと共に用いられてよく、例えば、送信機、受信機
、トランシーバ、送受信機、無線通信ステーション、無線通信デバイス、無線アクセスポ
イント（ＡＰ）、モデム、無線モデム、パソコン（ＰＣ）、デスクトップコンピュータ、
モバイルコンピュータ、ラップトップコンピュータ、ノートブックコンピュータ、タブレ
ットコンピュータ、サーバコンピュータ、ハンドヘルドコンピュータ、ハンドヘルドデバ
イス、ＰＤＡ（パーソナル携帯情報機器）デバイス、ハンドヘルドＰＤＡデバイス、ネッ
トワーク、無線ネットワーク、ＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）、ＷＬＡＮ（無線
ＬＡＮ）、ＭＡＮ（メトロポリタンエリアネットワーク）、ＷＭＡＭ（無線ＭＡＮ）、Ｗ
ＡＮ（ワイドエリアネットワーク）、ＷＷＡＭ（無線ＷＡＮ）、既存のＩＥＥＥ８０２．
１１、８０２．１１ａ、８０２．１１ｂ、８０２．１１ｅ、８０２．１１ｇ、８０２．１
１ｈ、８０２．１１ｉ、８０２．１１ｎ、８０２．１６、８０２．１６ｄ、８０２．１６
ｅ規格、および／または、後続バージョン、および／または、上記規格のＬＴＥ（ロング
タームエボリューション）に従い動作するネットワーク、ＰＡＮ（パーソナルエリアネッ
トワーク）、ＷＰＡＮ（無線ＰＡＮ）、上記ＷＬＡＮおよび／またはＰＡＮおよび／また
はＷＰＡＮネットワークの一部であるユニットおよび／またはデバイス、一方向および／
または双方向無線通信システム、携帯無線電話通信システム、携帯電話、無線電話、ＰＣ
Ｓ（パーソナル通信システム）デバイス、無線通信デバイスを組み込んだＰＤＡデバイス
、ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）トラン
シーバおよびデバイス、ＳＩＭＯ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕ
ｔｐｕｔ）トランシーバまたはデバイス、ＭＩＳＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｓ
ｉｎｇｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）トランシーバまたはデバイス、ＭＲＣ（Ｍｕｌｔｉ　Ｒｅｃ
ｅｉｖｅｒ　Ｃｈａｉｎ）トランシーバまたはデバイス、「スマートアンテナ」技術また
はマルチアンテナ技術などによるトランシーバまたはデバイスと共に用いられてよい。本
発明のいくつかの実施形態では、例えば、無線周波数（ＲＦ）、赤外線（ＩＲ）、周波数
分割多重方式（ＦＤＭ）、直交周波数分割多重方式（ＯＦＤＭ）、時分割多重方式（ＴＤ
ＭＡ）、Ｅ－ＴＤＭＡ（拡張ＴＤＭＡ）、汎用パケット無線システム（ＧＰＲＳ）、拡張
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ＧＰＲＳ、符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）、ＷＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　ＣＤＭ
Ａ）、ＣＤＭＡ２０００、ＭＤＭ（Ｍｕｌｔｉ－Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ
）、ＤＭＴ（Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｍｕｌｔｉ－Ｔｏｎｅ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商
標）、ＺｉｇＢｅｅ（商標）などの１つ以上のタイプの無線通信信号および／またはシス
テムと共に用いられることができる。本発明の実施形態は、さまざまな他の装置、デバイ
ス、システム、および／または、ネットワークで用いられることができる。
【００１０】
　無線通信技術は、無線周波数（ＲＦ）および赤外線を含んでよいが、本発明の範囲はこ
れらに限定されない。ＲＦ無線規格の例は、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、
ＩＥＥＥ規格８０２．１１ａ、ＩＥＥＥ規格８０２．１１ｂ、１９９９年版、ＩＥＥＥ規
格８０２．１１ｇ、および、ＨｏｍｅＲＦなどのプロトコルを含んでよいがこれらに限定
されない。例えば、赤外線信号の例は、ＩｒＤＡ（ＩｎｆｒａＲｅｄ　Ｄａｔａ　Ａｓｓ
ｏｃｉａｔｉｏｎ）規格などのプロトコルを含んでよいが、これに限定されない。
【００１１】
　本発明の実施形態では、例えば、「処理」、「計算」、「算出」、「決定」、「確定」
、「分析」、「確認」、などの説明中に用いられる用語は、コンピュータのレジスタおよ
び／またはメモリ内の物理（例えば電子）量を処理し、および／または、コンピュータの
レジスタおよび／またはメモリ内の物理量として同様に表される他のデータに変換するコ
ンピュータ、コンピュータプラットフォーム、コンピュータシステム、または、他の電子
計算デバイス、および、または、動作および／または処理を実行させる命令を格納しうる
メモリまたは他の情報記憶媒体の動作および／または処理のことを指すが限定の意味合い
はない。
【００１２】
　本発明の実施形態で用いられる用語「複数」および「複数の」は、例えば、「多数」ま
たは、「２つ以上」を含みうるが、限定の意味合いはない。「複数」または「複数の」と
いう用語は、２つ以上のコンポーネント、デバイス、構成要素、ユニット、パラメータな
どを説明するために本願明細書を通じて用いられてよい。例えば、「複数のステーション
」は、２つ以上のステーションを含んでよい。
【００１３】
　本願明細書中で用いられる「マルチキャスト／ブロードキャスト」という用語は、例え
ば、マルチキャスト通信、ブロードキャスト通信、無線マルチキャスト通信、有線マルチ
キャスト通信、無線ブロードキャスト通信、有線ブロードキャスト通信、インターネット
またはグローバル通信ネットワークにおけるマルチキャスト通信、インターネットまたは
グローバル通信ネットワークにおけるブロードキャスト通信、ＴＣＰ／ＩＰを用いたマル
チキャスト通信、ＴＣＰ／ＩＰを用いたブロードキャスト通信、ウェブキャスト通信（ワ
ールドワイドウェブを用いた）、および／または、例えばユニキャスト通信でない他のタ
イプの通信を含むが、本発明の実施形態は、これらに限定されない。
【００１４】
　図１を参照すると、本発明の例示的実施形態に係るマルチキャスト／ブロードキャスト
通信を利用できる一例の無線通信システム１００のブロック図が概略的に示されている。
システム１００は、例えば、ステーション１０１、１０２、１０３、および、１０４など
の１つ以上の無線通信ステーションを有してよい。システム１００は、無線アクセスポイ
ント（ＡＰ）１０５を有してよい。ステーション１０１から１０４は、マルチキャスト／
ブロードキャスト受信デバイスと称し、ＡＰ１０５は、マルチキャスト／ブロードキャス
トソースデバイスと称してよい。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、ステーション１０１から１０４、および、ＡＰ１０５は、例
えば、無線通信リンク１９１から１９５を介し、共用アクセス媒体１９０を用いてそれぞ
れ通信してよい。いくつかの実施形態では、ステーション１０１から１０４、および、Ａ
Ｐ１０５は、例えば、１９９９年に発行されたＩＥＥＥ８０２．１１（ＩＳＯ／ＩＥＣ８
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８０２－１１：１９９９）規格、ＩＥＥＥ８０２．１６規格などによって規定される無線
通信規格またはプロトコルに従い通信することができる。
【００１６】
　本発明のいくつかの実施形態によれば、例えば、ＡＰ１０５は、マルチキャストまたは
ブロードキャストを用いて２つ以上のステーションによって受信されるはずのデータを送
信してよい。例えば、ＡＰ１０５は、システム１００のステーション群にデータを送信す
るにはマルチキャストを用い、システム１００の実質的にすべての受信可能状態にあるデ
バイスにデータを送信するにはブロードキャストを用い、ネットワークセグメントに基づ
き、リミテッドブロードキャスト機構を利用し、システム１００のホストデバイスにデー
タを送信するにはダイレクトブロードキャスト機構を用いてよい。いくつかの実施形態で
は、マルチキャスト／ブロードキャストは、無線メッシュネットワーク、アドホックネッ
トワーク、ＢＳＳ（Ｂａｓｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ）、ＩＢＳＳ（Ｉｎｄｅｐｅｎ
ｄｅｎｔ　ＢＳＳ）、または、インフラネットワークなどを介して実行されてよい。
【００１７】
　ステーション１０１は、例えば、プロセッサ１１１、入力ユニット１１２、出力ユニッ
ト１１３、メモリユニット１１４、記憶装置１１５、および、送信機１２０および受信機
１３０を有するモデムを備えてよい。ステーション１０１は、他の適切なハードウェアコ
ンポーネント、および／または、ソフトウェアコンポーネントを任意で有してよい。いく
つかの実施形態では、ステーション１０１のコンポーネントは、例えば、共通のハウジン
グ、または、パッケージなどに収容されてよい。
【００１８】
　プロセッサ１１１は、例えば、ＣＰＵ（中央処理装置）、デジタルシグナルプロセッサ
（ＤＳＰ）、マイクロプロセッサ、ホストプロセッサ、コントローラ、複数のプロセッサ
またはコントローラ、チップ、マイクロチップ、１つ以上の回路、回路構成、論理演算装
置、集積回路（ＩＣ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、または、他の適切な多目的
または特定用途プロセッサあるいはコントローラを含んでよい。プロセッサ１１１は、例
えば、ステーション１０１により送信および／または受信される信号および／またはデー
タを処理してよい。
【００１９】
　入力ユニット１１２は、例えば、キーボード、キーパッド、マウス、タッチパッド、ス
タイラス、マイクロフォン、または、他の適切なポインティングデバイスまたは入力デバ
イスを含んでよい。出力ユニット１１３は、例えば、ブラウン管（ＣＲＴ）モニタ、また
は、ディスプレイ、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）モニタまたはディスプレイ、スクリーン
、モニタ、スピーカ、または、他の適切なディスプレイあるいは出力デバイスを含んでよ
い。
【００２０】
　メモリユニット１１４は、例えば、ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）、ＲＯＭ（リー
ドオンリーメモリ）、ＤＲＡＭ（ダイナミックＲＡＭ）、ＳＤ－ＲＡＭ（シンクロナスＤ
ＲＡＭ）、フラッシュメモリ、揮発性メモリ、不揮発性メモリ、キャッシュメモリ、バッ
ファ、短期記憶、長期記憶、あるいは、他の適切なメモリユニットまたは記憶装置を含ん
でよい。記憶装置１１５は、例えば、ハードディスクドライブ、フロッピーディスクドラ
イブ、ＣＤドライブ、ＣＤ－ＲＯＭドライブ、あるいは、他の適切な取り外し可能または
固定の記憶装置を含んでよい。メモリユニット１１４および／または記憶装置１１５は、
例えば、ステーション１０１から送信および／または受信されるデータを格納してよい。
【００２１】
　送信機１２０は、例えば、アンテナ１２１を介してＲＦ信号を送信することができる無
線周波数（ＲＦ）送信機を含んでよい。受信機１３０は、例えば、アンテナ１３１を介し
てＲＦ信号を受信できるＲＦ受信機を含んでよい。いくつかの実施形態では、例えば、送
信機１２０および／または受信機１３０は、トランシーバまたは送受信機、モデム１２５
、ネットワークインターフェースカード（ＮＩＣ）、または、無線通信信号、ブロック、



(8) JP 2010-517436 A 2010.5.20

10

20

30

40

50

フレーム、送信ストリーム、パケット、メッセージ、および／または、データを送信およ
び／または受信する個別のまたは統合機能を実行できる１つ以上のユニットを用いて実装
されてよい。
【００２２】
　アンテナ１２１および／またはアンテナ１３１は、例えば、ダイポールアンテナ、モノ
ポールアンテナ、全方向アンテナ、エンドフェッドアンテナ、円偏波アンテナ、マイクロ
ストリップアンテナ、ダイバーシティアンテナなどの内部または外部ＲＦアンテナ、ある
いは、無線通信信号、ブロック、フレーム、送信ストリーム、パケット、メッセージ、お
よび／または、データを送信および／または受信するのに適した他のいかなるタイプのア
ンテナであってよい。いくつかの実施形態では、アンテナ１２１およびアンテナ１３１は
、例えば送信／受信アンテナなどの共通または単独のアンテナ、あるいは、一組の共通の
送信／受信アンテナを用いて任意で実装されてよい。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、ステーション１０１、または、ステーション１０１から１０
４の１つ以上は、例えば、管理・制御ユニット１４１と、診断ユニット１４２とを有して
よい。管理ユニット１４１は、マルチキャスト／ブロードキャスト通信に関する動作を実
行することにより、例えば、「リーダ」割り当てに関するプロトコルメッセージの交換、
診断ユニット１４２の管理、または、本発明のいくつかの実施形態に係るマルチキャスト
／ブロードキャスト通信に関する他の動作を実行してよい。マルチキャスト／ブロードキ
ャスト管理ユニット１４１、および／または、診断ユニット１４２は、例えば、個別のコ
ンポーネントまたはユニット、一体型または結合ユニット、ハードウェアコンポーネント
、ソフトウェアコンポーネントを用い、プロセッサ１１１またはモデム１２５などの一部
として任意で実装されてよい。
【００２４】
　診断ユニット１４２は、分析動作を実行し、ＡＰ１０５に送信されるべき診断情報を生
成してよい。ステーション１０１の診断ユニット１４２によって生成される診断情報は、
受信されたマルチキャスト／ブロードキャストフレームカウント、１つ以上の受信された
マルチキャスト／ブロードキャストフレーム（例えば最後に受信されたかまたは最近受信
されたマルチキャスト／ブロードキャストフレーム）に関連する受信されたチャネルパワ
ーインジケータ（ＲＣＰＩ）、１つ以上の受信されたマルチキャスト／ブロードキャスト
フレーム（例えば最近受信されたマルチキャスト／ブロードキャストフレーム）に関連す
る受信された信号対雑音比インジケータ（ＲＳＮＩ）、または、１つ以上の受信されたマ
ルチキャストフレームまたは着信したマルチキャスト／ブロードキャスト送信に関連付け
られた品質インジケータを含んでよいが、これらに限定されない。本発明の実施形態は、
上記診断情報に限定されず、測定基準は、診断ユニット１４２によってＡＰ１０５に報告
されうることを理解されたい。
【００２５】
　本発明のいくつかの実施形態では、ステーション１０１から１０４の１つ以上は、予め
定められた条件に適合する場合、トリガイベントなどに応じて、例えば、周期的に、予め
定められた間隔で、要求に応じて、自動的に、診断情報をＡＰ１０５に送信してよい。
【００２６】
　ＡＰ１０５は、例えば、アンテナ１６０および１７０、プロセッサ１６２、送信機１６
４、受信機１６６などを有してよい。アンテナ１６０および１７０は、全方向アンテナ、
モノポールアンテナ、ダイポールアンテナ、エンドフェッドアンテナ、円偏波アンテナ、
マイクロストリップアンテナ、ダイバーシティアンテナ、ＧＰＳアンテナなどであってよ
いが、本発明の範囲はこれらに制限されない。２つのアンテナは、異なってよく、例えば
、一方はダイポール、もう一方はエンドフェッドであってよい。いくつかの実施形態では
、送信機１６４は、アンテナ１６０に結合され、受信機１６６は、アンテナ１７０に結合
されてよい。本発明の他の実施形態では、送信機１６４および受信機１６６の両方が単一
のアンテナ１６０に結合されてよい。
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【００２７】
　ＡＰ１０５は、例えば、着信したマルチキャスト／ブロードキャスト診断情報を分析す
る、リーダステーションを選択または選択しなおす、着信したマルチキャスト／ブロード
キャスト診断情報をモニタする、受信された（受信されると予測される）マルチキャスト
／ブロードキャスト受け取り通知フレームをモニタする、マルチキャスト／ブロードキャ
スト受け取り通知スキームを起動するまたは無効にする（あるいは修正する）などのマル
チキャスト／ブロードキャスト通信の管理に関する動作を実行できるマルチキャスト／ブ
ロードキャスト管理・制御ユニット１５２をさらに有してよい。マルチキャスト／ブロー
ドキャスト管理ユニット１５２は、例えば、一体型または結合ユニット、ハードウェアコ
ンポーネント、ソフトウェアコンポーネント、を用い、ＡＰ１０５のプロセッサまたはモ
デムなどの一部として任意で実装されてよい。
【００２８】
　本発明の実施形態によれば、ＡＰ１０５は、マルチキャストまたはブロードキャストを
介し、ＡＰ１０５によって複数のステーションに送信された通信の分析および特徴付けを
実行し、１つ以上のステーション１０１から１０４などの１つ以上から受信した診断情報
に関する分析動作を実行することができる診断ユニット１５４を有してよい。分析は、ス
トリームのトラフィック信頼性の特徴付けを決定することを含んでよい。例えば、ある送
信は、商用または広告であってよく、すべてではないがほとんどのステーションがトラフ
ィックを受信することを許容でき、また、ある送信は、緊急のマルチキャストメッセージ
またはネットワーク管理メッセージであってよく、最大数のステーションがトラフィック
を受信できることが望ましい。
【００２９】
　分析および特徴付けは、さまざまな手段によってなされてよく、さまざまな手段は、情
報技術（ＩＴ）に基づく一連の規則、アプリケーションレベルのトラフィック配分、およ
び、確定したパターンおよび／またはネットワーク条件に基づくマルチキャストトラフィ
ックストリームの自動発見的解析を含むがこれらに限定されない。
【００３０】
　本発明の実施形態によれば、診断ユニット１５４は、ＡＰ１０５により送信されるトラ
フィックストリームのタイプに従い、「リーダ」ステーションを割り当てるのに最も適し
た診断測定基準をさらに選択してよい。例えば、ビデオストリームのマルチキャストに対
して、第１の診断測定基準が選択されてよく、データストリームに対しては、異なる診断
測定基準が選択されてよい。いくつかの状況では、情報ができるだけ素早く転送されるこ
とが重要であり、その結果、データのレイテンシが重要な測度となってよい。他のマルチ
キャストについては、正確さが最も重要なので、フレーム損失率と信号のＳ／Ｎ比とが該
当する測定基準となってよい。
【００３１】
　本発明のいくつかの実施形態によれば、所定のマルチキャストに対し、診断ユニット１
５４は、マルチキャスト通信の特徴付けと、マルチキャスト／ブロードキャスト受信者（
ステーション１０１から１０４）から受け取った診断情報とに基づき選択された診断測定
基準に従い、すべてのマルチキャスト／ブロードキャスト受信者の中からリーダステーシ
ョンを選択してよい。
【００３２】
　いくつかの実施形態では、マルチキャストに関連付けられた測定基準に基づき、選択さ
れたマルチキャストについての「リーダ」ステーション（例えば、容認者ステーション、
受け取り通知送信者ステーション、確認ステーション、指定されたステーション、割り当
てられたステーション、選択されたステーション、選択的に指定されたステーション、指
名されたステーション、選ばれたステーション、代表ステーション、代表受信者ステーシ
ョンなど）として動作するよう、ステーション１０１から１０４のうちの１つが指定（例
えばＡＰ１０５によって）されてよい。
【００３３】
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　例示的実施形態では、例えば、所定のマルチキャストに対し、ステーション１０１がリ
ーダステーションとして指定されてよく、ステーション１０２から１０４は、リーダステ
ーションとして指定されなくてよい。リーダステーション１０１は、例えば、ＡＰ１０５
とプロトコルメッセージを交換してよい。例えば、リーダステーション１０１がＡＰ１０
５からマルチキャスト／ブロードキャストフレームを受信した場合、リーダステーション
１０１は、受け取り通知（ＡＣＫ）パケットまたはメッセージをＡＰ１０５に送信してよ
い。また一方で、ＡＰ１０５によってステーション１０４が次のマルチキャストのリーダ
に指定されてもよい。このことは、２つの送信に対して異なる組の測定基準が用いられる
という事実、２つのブロードキャスト間における環境の何らかの物理的変化、２つのマル
チキャストの品質の相違、いくつかの要因の組合せ、あるいは、前述していない他の組の
要因を一部または完全に原因として起きてよい。
【００３４】
　次に図２を参照すると、本発明のいくつかの例示的実施形態に係るマルチキャスト通信
の方法を示す概略フローチャートが示されている。この手順は、図に示すように、マルチ
キャストまたはブロードキャストのそれぞれに実行されてよい。方法の動作は、例えば、
図１のシステム１００、図１のステーション１０１から１０４のいずれかまたはすべて、
図１のＡＰ１０５、および／または、他の適切なユニット、デバイス、および／またはシ
ステムによって実装されてよい。
【００３５】
　ボックス２１０に示されるように、方法は、ＡＰ１０５からマルチキャストまたはブロ
ードキャストを介して複数のステーションに送信される通信の分析および特徴付けを実行
する段階と、ストリームのトラフィック信頼性特徴付けを決定する段階とを備える。本発
明のいくつかの実施形態では、方法は、各タイプのマルチキャスト／ブロードキャストト
ラフィックに対して優先順位カテゴリを割り当てる段階を有する。
【００３６】
　ボックス２２０に示すように、方法は、例えば、緊急のブロードキャストが最も高い優
先順位カテゴリに割り当てられ、当該ブロードキャストの適切な測定基準はフレーム損失
率（ＦＬＲ）であるというような所定のマルチキャストまたはブロードキャストの特徴付
けに基づき、適切なパフォーマンス測定基準（単数または複数）を決定する段階を有して
よい。パフォーマンス測定基準が選択されると、例えば緊急のブロードキャストに対して
初期閾値が設定されてよい。リーダは、最低ＦＬＲを有するステーションであってよく、
ＦＬＲ閾値の初期設定が１００％であることにより、応答しているステーションはすべて
より良い、すなわち、より低いＦＬＲを有する。選択されたパフォーマンス測定基準が最
大にされるべき場合では、閾値の初期値は、最小の可能な値に設定されてよく、その結果
応答しているステーションはすべてより良い、すなわち、より高い値を有する。
【００３７】
　後に、最低ＦＬＲを初期値として有するステーションを選ぶことによって最初のリーダ
が選択されてよい。ＦＬＲが用いられる場合、本実施形態におけるそれぞれのステーショ
ンであるステーション１０１から１０４のいずれかまたはすべては、ＡＰ１０５に実際に
値を報告することに留意されたい。値は、フレームカウントであってよい。ＡＰ１０５は
、いくつのフレームがブロードキャストかを知っているので、フレームカウントに基づき
ＦＬＲを決定してよい。
【００３８】
　本発明のいくつかの実施形態では、いくつかの測定基準について、履歴条件を設定する
ことが望ましい（テキストボックス２２０）。あるいは、いくつかの測定基準が非常に早
く変化する場合、指定されるリーダも絶えず変わってよい。したがって、リーダを指定す
るために用いられる現在のパフォーマンス閾値をそのリーダの以前のパフォーマンスのと
おりに設定するのではなく、リーダの以前の測定基準から特定のパーセンテージ分閾値を
調整するのが有益であり、例えば、測定基準が最大化されるべきものである場合、閾値は
、リーダの以前に測定されたパフォーマンスより２０％高く設定されてよく、測定基準が
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最小化されるべきものである場合、閾値は、リーダの以前のパフォーマンスより１０％低
く設定されてよい。
【００３９】
　本発明の他の実施形態によれば、閾値は、単純に、現在のリーダの現在のパフォーマン
スと等しく設定されてもよいし、あるいは、閾値は、マルチキャスト／ブロードキャスト
のタイプ、または、マルチキャスト／ブロードキャストに関連付けられた必要条件によっ
て決定される固定値であってよい。
【００４０】
　ボックス２３０で示されるように、方法は、例えば、ステーション１０１から１０４ま
たは他のマルチキャスト／ブロードキャスト受信者によって生成されるマルチキャスト／
ブロードキャスト診断情報をＡＰ１０５で受信する段階と、受信された情報に基づき、報
告するステーションのそれぞれについて、選択されたパフォーマンス測定基準を計算する
段階とを任意で有してよい。診断情報は、例えば、受信したマルチキャスト／ブロードキ
ャストフレームカウント、受信した信号強度インジケータ、パケット誤り率、信号対雑音
比、測定されたレイテンシ、測定されたジッタ、または、他の情報を含んでよく、マルチ
キャスト／ブロードキャストについて選択されたパフォーマンス測定基準を決定するのに
用いられる測定基準に限定してもしなくてもよい。
【００４１】
　ＡＰ１０５は、マルチキャスト／ブロードキャストのそれぞれのタイプについて異なる
パフォーマンス測定基準またはパフォーマンス測定基準の組を計算または推定してよく、
測定基準は、例えば、ステーションに関連付けられたＦＬＲ、ステーションごとの平均Ｆ
ＬＲ、ステーションごとの平均受信信号対雑音比（ＳＮＲ）、ステーションごとの平均受
信信号強度（ＲＳＳＩ）、ステーションごとの平均レイテンシ、ステーションごとの平均
ジッタなど、および／または、上記測定基準の組合せ、および、特定のタイプの送信に役
立つと思われる他のいかなる種類の測定基準であってよい。
【００４２】
　本発明の実施形態によれば、方法は、例えば、最高のパフォーマンス測定基準に関連付
けられた最高のパフォーマンスを示すステーションをリーダとして指定する段階を備えて
よい。そして、ＡＰ１０５は、ステーションのパフォーマンス測定基準間の比較に基づき
、ステーション１０１から１０４から受け取った診断情報を定期的に分析してよく、リー
ダは、選択された履歴値を用い、リーダを指定し直すことが必要かどうかを決定してよい
。リーダのパフォーマンスが特定の量またはパーセンテージによって予め定められるよう
に甚だしく低下した場合、本発明のいくつかの実施形態は、ボックス２４０から２６０に
記載されるような新しいリーダの選択ループを開始してよい。
【００４３】
　ひし形ブロック２４０に示されるように、選択されたパフォーマンス測定基準が最大化
されるべきものである場合、ＡＰ１０５は、例えばステーション１０３などの指定されて
いないステーションのパフォーマンス測定基準がリーダのパフォーマンス測定基準より大
きいかどうか、そして履歴条件に合致するかを確認してよい。肯定であれば、ステーショ
ン１０３は、ＡＰ１０５によって新しいリーダに指定される（ボックス２５０）。否定で
あれば、現在のリーダステーションであるステーション１０１がリーダのままであり続け
る（ボックス２６０）。
【００４４】
　同様に、選択されたパフォーマンス測定基準が最小化されるべきものである場合、ＡＰ
１０５は、例えばステーション１０３などの指定されていないステーションのパフォーマ
ンス測定基準がリーダのパフォーマンス測定基準より小さいかどうか、そして履歴条件に
合致するかを確認してよい。肯定であれば、ステーション１０３は、ＡＰ１０５によって
新しいリーダに指定される（ボックス２５０）。否定であれば、現在のリーダステーショ
ンであるステーション１０１がリーダのままであり続ける（ボックス２６０）。
【００４５】
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　本発明の実施形態によれば、リーダまたは潜在的なリーダの決定がなされたことが識別
されるたびに、ＡＰ１０５の管理・制御ユニット１５２は、マルチキャスト／ブロードキ
ャストリーダアサインリクエストをステーション１０１の管理・制御ユニット１４１に送
信してよい。それに応じて、管理・制御ユニット１４１は、マルチキャスト／ブロードキ
ャストリーダアサインレスポンスをＡＰ１０５の管理ユニット１５２に送信してよい。Ａ
Ｐ１０５の診断ユニット１５２は、マルチキャスト／ブロードキャスト診断情報リクエス
トをステーション１０１の診断ユニット１４２に送信してよい。それに応じて、ステーシ
ョン１０１の診断ユニット１４２は、マルチキャスト／ブロードキャスト診断情報レポー
ト（または他の適切なレスポンス）をＡＰ１０５の診断ユニット１５４に送信してよい。
【００４６】
　いくつかの実施形態では、任意で、ＡＰ１０５および／またはステーション１０１間の
通信（例えば、ＡＣＫパケットまたはメッセージ、リーダとして指定するリクエスト、リ
ーダとして指定するリクエストへのレスポンスなど）は、送信要求（ＲＴＳ）機構、受信
準備完了（ＣＴＳ）機構、ＲＴＳ／ＣＴＳ機構、または、他の適切なプロトコル機構を利
用してよい。
【００４７】
　いくつかの実施形態では、リーダステーション１０１は、ブロードキャスト／マルチキ
ャスト中のいかなる時点でも、当該リーダステーションがＡＰ１０５と共有している無線
ネットワークとの接続をまさに解除しようとしている（移動、ログオフ、あるいは、退出
または終了）こと、または、ＡＰ１０５は当該無線ネットワークとはもう接続していない
ことを示す通知をＡＰ１０５に送信する。これに応じて、ＡＰ１０５は、例えば、無線ネ
ットワークに残っているステーション１０２から１０４のうちの１つ以上から受信した診
断情報に基づき、他のステーションを残りのマルチキャストのための「リーダ」として指
定してよい。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、「リーダ」を基盤としたマルチキャスト／ブロードキャスト
受け取り通知スキームは、例えば、マルチキャスト／ブロードキャスト通信の信頼性を高
め、ネットワークパフォーマンス全体を高め、ネットワークスループット全体を高めてよ
い。いくつかの実施形態では、例えば、マルチキャスト／ブロードキャスト通信資源にリ
ンクレベル信頼性インジケータが提供されてよい。本発明の実施形態は、追加のおよび／
または他の便益または利益も可能にする。
【００４９】
　本発明のいくつかの実施形態は、特定のアプリケーションに適するようなソフトウェア
、ハードウェア、または、ソフトウェアおよび／またはハードウェアの組合せによって、
あるいは、特定の設計条件に従い、実装されてよい。本発明の実施形態は、別々であるか
、または、一体化または部分的に組み合わされてよいユニットおよび／またはサブユニッ
トを含んでよく、既知の特定多用途または汎用プロセッサまたはコントローラ、あるいは
、デバイスを用いて実装されてよい。本発明のいくつかの実施形態は、データを一時的に
または長期に格納する、または、特定の実施形態の動作を容易にする目的で、バッファ、
レジスタ、スタック、記憶装置および／またはメモリユニットを有してよい。
【００５０】
　本発明のいくつかの実施形態は、例えば、機械可読媒体または物品を用いて実装されて
よく、当該機械可読媒体または物品は、例えば、図１のシステム１００、図１のステーシ
ョン１０１、図１のプロセッサ１１１、または、他の適切な機械によって実行されると、
本発明の実施形態に係る方法および／または動作を機械に実行させる命令または一連の命
令を格納してよい。このような機械は、例えば、いかなる適切な処理プラットフォーム、
コンピュータプラットフォーム、コンピュータデバイス、処理デバイス、コンピュータシ
ステム、処理システム、コンピュータ、または、プロセッサ等を含んでよく、ハードウェ
アおよび／またはソフトウェアのいかなる適切な組合せを用いて実装されてよい。機械可
読媒体または物品は、例えば、いかなる適切なタイプのメモリユニット（例えばメモリユ
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ニット１１４または記憶装置１１５）、メモリデバイス、メモリ物品、メモリ媒体、記憶
装置、記憶物品、記憶媒体および／または記憶装置を含んでよく、例えば、メモリ、取り
外し可能または固定の媒体、消去可能または消去不可能な媒体、書き込み可能または再書
き込み可能な媒体、デジタルまたはアナログ媒体、ハードディスク、フロッピーディスク
（登録商標）、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、光ディスク、磁気ディスク、さま
ざまなタイプのＤＶＤ、テープ、または、カセット等を含んでよい。命令は、例えば、ソ
ースコード、コンパイルコード、翻訳済みコード、実行可能コード、スタティックコード
、または、ダイナミックコード等のいかなる適切なタイプのコードを含んでよく、例えば
、Ｃ、Ｃ＋＋、Ｊａｖａ（登録商標）、ＢＡＳＩＣ、Ｐａｓｃａｌ、Ｆｏｒｔｅａｎ、Ｃ
ｏｂｏｌ、アセンブラ言語、または、マシンコード等のいかなる適切なハイレベル、ロー
レベル、オブジェクト指向、ビジュアル、コンパイル済み、および／または、翻訳済みプ
ログラミング言語を用いて実装されてよい。
【００５１】
　本発明の実施形態に従い、他の動作または一連の動作も用いられてよい。
【００５２】
　これまで本発明の特定の特徴を例示し、説明してきたが、多くの修正、代替、変更、お
よび、均等物が存在することを当業者であれば想定できよう。したがって、添付の請求項
は、そのような修正および変更のすべてを本発明の真の趣旨の範囲内に収まるものとして
保護することを意図していると理解されたい。

【図１】 【図２】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年8月13日(2009.8.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信されるマルチキャスト通信の優先順位カテゴリを決定する段階と、
　複数のマルチキャスト通信受信者のうちの１つを前記マルチキャスト通信のリーダとし
て指定する段階と、
　を備え、
　前記リーダは、マルチキャスト通信資源からマルチキャスト通信フレームを受け取った
ことを示す受け取り通知フレームを前記マルチキャスト通信資源に送信すべく指定され、
　前記リーダを指定する段階は、前記優先順位カテゴリ、および、前記複数のマルチキャ
スト通信受信者のうちの１つ以上から受け取ったマルチキャスト診断情報に基づく、
　方法。
【請求項２】
　前記優先順位カテゴリを決定する段階は、前記マルチキャスト通信に要求される信頼性
の条件に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記優先順位カテゴリを決定する段階は、一組の予め決められたルールに従い、前記優
先順位カテゴリを決定する段階を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記優先順位カテゴリを決定する段階は、アプリケーションレベルにおけるトラフィッ
ク割り当てに従い、前記優先順位カテゴリを決定する段階を有する、請求項１に記載の方
法。
【請求項５】
　前記優先順位カテゴリを決定する段階は、前記マルチキャスト診断情報の分析に従い、
前記優先順位カテゴリを決定する段階を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記マルチキャスト診断情報は、前記複数のマルチキャスト通信受信者のうちの１つ以
上から受け取った、受信マルチキャストフレームカウント情報を含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項７】
　前記リーダを指定する段階は、前記複数のマルチキャスト通信受信者の１つ以上のパフ
ォーマンス測定基準に基づき、前記リーダを指定する段階を有する、請求項１に記載の方
法。
【請求項８】
　新しいリーダに関連付けられた前記パフォーマンス測定基準の１つ以上が、以前に指定
されたリーダに関連付けられた対応するパフォーマンス測定基準より大きく、且つ、履歴
条件が合致する場合、他のマルチキャスト通信受信者を前記新しいリーダとして指定し直
す段階をさらに備える、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　新しいリーダに関連付けられた前記パフォーマンス測定基準の１つ以上が、以前に指定
されたリーダに関連付けられた対応するパフォーマンス測定基準より小さく、且つ、履歴
条件が合致する場合、他のマルチキャスト通信受信者を前記新しいリーダとして指定し直
す段階をさらに備える、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
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　通信デバイスであって、
　複数のマルチキャスト通信受信者にマルチキャスト通信を送信する送信機と、
　前記マルチキャスト通信の優先順位カテゴリを決定し、前記優先順位カテゴリ、および
、前記複数のマルチキャスト通信受信者のうちの１つ以上から受け取ったマルチキャスト
診断情報に基づき、前記複数のマルチキャスト通信受信者のうちの１つをリーダとして指
定する診断ユニットと、
　を備え、
　前記リーダは、前記通信デバイスからマルチキャスト通信フレームを受け取ったことを
示す受け取り通知フレームを送信すべく指定される、
　通信デバイス。
【請求項１１】
　前記優先順位カテゴリは、前記マルチキャスト通信に要求される信頼性の条件に基づく
、請求項１０に記載の通信デバイス。
【請求項１２】
　前記優先順位カテゴリは、一組の予め決められたルールに従い決定される、請求項１０
に記載の通信デバイス。
【請求項１３】
　前記優先順位カテゴリは、アプリケーションレベルにおけるトラフィック割り当てに従
い決定される、請求項１０に記載の通信デバイス。
【請求項１４】
　前記優先順位カテゴリは、前記マルチキャスト診断情報の分析に従い決定される、請求
項１０に記載の通信デバイス。
【請求項１５】
　前記マルチキャスト診断情報は、前記複数のマルチキャスト通信受信者のうちの１つ以
上から受け取った、受信マルチキャストフレームカウント情報を含む、請求項１０に記載
の通信デバイス。
【請求項１６】
　前記診断ユニットは、前記複数のマルチキャスト通信受信者の１つ以上のパフォーマン
ス測定基準に基づき、前記リーダを指定する、請求項１０に記載の通信デバイス。
【請求項１７】
　新しいリーダに関連付けられたパフォーマンス測定基準が、以前に指定されたリーダに
関連付けられた対応するパフォーマンス測定基準より大きく、且つ、履歴条件に合致する
場合、前記診断ユニットは、他のマルチキャスト通信受信者を新しいリーダとして指定し
直す、請求項１０に記載の通信デバイス。
【請求項１８】
　新しいリーダに関連付けられたパフォーマンス測定基準が、以前に指定されたリーダに
関連付けられた対応するパフォーマンス測定基準より小さく、且つ、履歴条件に合致する
場合、前記診断ユニットは、他のマルチキャスト通信受信者を新しいリーダとして指定し
直す、請求項１０に記載の通信デバイス。
【請求項１９】
　無線通信システムであって、
　少なくとも１つの通信デバイスを備え、
　前記少なくとも１つの通信デバイスは、
　無線通信信号を送信するダイポールアンテナと、
　複数のマルチキャスト通信受信者にマルチキャスト通信を送信する送信機と、
　前記マルチキャスト通信の優先順位カテゴリを決定し、前記優先順位カテゴリ、および
、前記複数のマルチキャスト通信受信者のうちの１つ以上から受け取ったマルチキャスト
診断情報に基づき、前記複数のマルチキャスト通信受信者のうちの１つをリーダとして指
定する診断ユニットと、
　を有し、
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　前記リーダは、前記通信デバイスからマルチキャスト通信フレームを受け取ったことを
示す受け取り通知フレームを送信すべく指定される、
　無線通信システム。
【請求項２０】
　前記通信デバイスは、前記受け取り通知フレーム、および、前記診断情報を受信する受
信機を有する、請求項１９に記載の無線通信システム。
【請求項２１】
　前記優先順位カテゴリは、前記マルチキャスト通信に要求される信頼性の条件に基づく
、請求項１９に記載の無線通信システム。
【請求項２２】
　コンピュータに、
　送信されるマルチキャスト通信の優先順位カテゴリを決定する手順と、
　複数のマルチキャスト通信受信者のうちの１つを前記マルチキャスト通信のリーダとし
て指定する手順と、
　を実行させ、
　前記リーダは、マルチキャスト通信資源からマルチキャスト通信フレームを受け取った
ことを示す受け取り通知フレームを前記マルチキャスト通信資源に送信すべく指定され、
　前記リーダを指定する手順は、前記優先順位カテゴリ、および、前記複数のマルチキャ
スト通信受信者のうちの１つ以上から受け取ったマルチキャスト診断情報に基づく、
　プログラム。
【請求項２３】
　コンピュータに、
　前記マルチキャスト診断情報の分析に従い、前記優先順位カテゴリを決定する手順を実
行させる、
　請求項２２に記載のプログラム。
【請求項２４】
　コンピュータに、
　前記複数のマルチキャスト通信受信者の１つ以上のパフォーマンス測定基準に基づき、
前記リーダを指定する手順を実行させる、
　請求項２２に記載のプログラム。
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